
　

今
回
の
改
定
は
、
主
に
介
護

２
号
保
険
分
に
お
け
る
も
の
で

あ
り
、
介
護
納
付
金
の
財
源
が
不

足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
保
険
税
の

改
正
を
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
昨
年
に
引
き
続
い
て
の
税
率

改
定
と
な
り
ま
す
が
、
被
保
険
者

の
み
な
さ
ん
の
負
担
軽
減
を
図
る

た
め
、
２
年
に
わ
た
り
改
定
を
実

施
し
ま
し
た
こ
と
を
ご
理
解
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

　

１
年
間
の
国
保
税
は
、
国
民
健

康
保
険
に
必
要
な
費
用
に
あ
て
る

た
め
の
医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
か
か
る
医
療
費
の

一
部
を
負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支

援
分
、
40
～
64
歳
の
か
た
で
介
護

保
険
料
の
納
付
の
費
用
に
あ
て
る

介
護
保
険
分
で
成
り
立
っ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
者
の
人
数

や
年
齢
、
所
得
、
資
産
な
ど
に
応

じ
て
計
算
さ
れ
た
も
の
を
合
計
し

た
金
額
が
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
世
帯
の
総
所
得
金

額
に
よ
っ
て
は
、
均
等
割
・
平
等

割
が
７
割
・
５
割
・
２
割
の
い
ず

れ
か
に
軽
減
さ
れ
る
軽
減
措
置
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
ほ
か
の

軽
減
措
置
と
し
て
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
へ
の
移
行
に
伴
う
軽
減

措
置
、
非
自
発
的
失
業
者
へ
の
軽

減
措
置
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

国
保
税
率
の
し
く
み

所得に応じて計算 固定資産税に
応じて計算

税
険
保
康
健
民
国

分
険
保
療
医

分
援
支
者
齢
高
期
後

分
険
保
護
介

所得割 資産割

基礎控除33万円
7.0%
（6.6%）

所得に応じて計算 固定資産税に
応じて計算

所得割 資産割

基礎控除33万円

1.7% 4.1%

19.0%

所得に応じて計算 固定資産税に
応じて計算

所得割 資産割

基礎控除33万円
2.7%
（1.0%）

5.0%

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

一世帯に
対する金額

平等割

6,900円
11,500円
18,400円

一世帯に
対する金額

平等割

1,620円
2,700円
4,320円

一世帯に
対する金額

平等割

7割軽減後
５割軽減後
２割軽減後

7割軽減後
５割軽減後
２割軽減後

7割軽減後
５割軽減後
２割軽減後

2,550円
4,250円
6,800円

23,000円

5,400円

8,500円
（4,200円）

一人あたりに
対する金額

一人あたりに
対する金額

均等割

8,160円
13,600円
21,760円

均等割

1,950円
3,250円
5,200円

均等割

3,660円
6,100円

7割軽減後
５割軽減後
２割軽減後

7割軽減後
５割軽減後
２割軽減後

7割軽減後
５割軽減後
２割軽減後 9,760円

27,200円
（26,000円）

6,500円

12,200円
（6,200円）

一人あたりに
対する金額

※（　）内の数字は、改定前の率・金額です。

　国民健康保険は、加入者のみなさんに納めていただく国民健
康保険税と、国・県からの補助金、市からの繰入金などで運営し
ており、国保税は重要な財源となっています。平成27年度は、被
保険者の高齢化などに伴う医療費の増大などの要因により、医
療費などを支出するための財源の確保が困難な状況です。この
ことから、市の一般会計から支援を受けた上で、やむを得ず国保
税率を改定することになりました。

平成27 年度

国民健康保険の
税率を改定します

   税務課市民税係　  25  １１３４
課税内容について

市民課保険年金係　  25  １１４８
資格・給付について  
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